
亀山市火災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 する 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。  

令 和 元 年 ６ 月 ２ ７ 日  

       亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 条 例 第 １ ０ 号  

 

亀 山 市 火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 亀 山 市 火 災 予 防 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 １ ４ ７ 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ ２ 条 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 （ 産 業 標 準 化 法

（ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ８ ５ 号 ） 第 ２ ０ 条 第 １ 項 の 日 本 産 業 規 格 を い

う 。 ） 」 に 改 め る 。  

第３８条の５第１号中「作動時間が６０秒以内」を「種別が１種」

に 改 め 、 同 条 中 第 ６ 号 を 第 ７ 号 と し 、 第 ５ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え

る 。  

（ ６ ） 第 ３ ８ 条 の ３ 第 １ 項 各 号 又 は 前 条 第 １ 項 に 掲 げ る 住 宅 の 部 分

に 特 定 小 規 模 施 設 用 自 動 火 災 報 知 設 備 を 特 定 小 規 模 施 設 に お け

る 必 要 と さ れ る 防 火 安 全 性 能 を 有 す る 消 防 の 用 に 供 す る 設 備 等

に 関 す る 省 令 （ 平 成 ２ ０ 年 総 務 省 令 第 １ ５ ６ 号 ） 第 ３ 条 第 ２ 項

及 び 第 ３ 項 に 定 め る 技 術 上 の 基 準 に 従 い 、 又 は 当 該 技 術 上 の 基

準 の 例 に よ り 設 置 し た と き 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ２ ２ 条 の 改 正 規

定 は 、 令 和 元 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


